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市役所本館２階 講堂

上入來 幸一（会長）        松下 清美（会長代理）
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村山 利清    横峯 明人    脇田 サトエ

上四元 正昭   園山 一則

事務局長  馬場

主 幹   榊

支局主任  大小田、小山田、下野、吉永、溝川、今吉、濵畑、引地

専門員   栗須、德永、矢崎、山本、有田

主 査  内村、取違、大久保、二俣、原口、水盛

主 任   鮫島

主 査   村田

１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地法第４条許可申請に関する件

３ 農地転用事業計画変更に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

６ 非農地認定に関する件

７ 農地利用変更届出に関する件

８ 農用地利用集積計画に関する件

９ 農地利用最適化推進委員の推薦・応募者に関する評価について

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について
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議    長 開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、平成３０年度第１２回総会を開催いたし

ます。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いたし

ております。

なお、欠席届が、上四元委員、園山委員から出されています。

松元の発表委員は、１５番委員に変更になります。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよろ

しいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、弟子丸委員、松下委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいております。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題１．｢農地法第３条許可申請に関する件」、議題２．｢農地法第４条許可申請

に関する件」、議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参

与の制限となっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～６ページ １４件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたしま

す。

６ページ、番号１０号につきましては、７番委員自身が、申請代理人となってい

る案件でございます。従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関

する法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく

離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

（７番委員離席後）

それでは、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、譲受理由：受贈、譲渡理由：贈与、権利の種別の内容：所有権移転、

贈与。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件は、農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いいたし

ます。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号１０号につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（７番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

議    長 まず、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：相手要望、譲渡理由：労力不足、権利の種別の内容：所有

権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

番号４号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

この件について補足説明を申し上げます。

譲受人は農地所有適格法人の役員で、以前より営農をしているため、新規就農で

はありません。

番号５号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号６号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号８号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

この件について、補足説明をさせていただきます。

受人は、現在市外に在住していますが、農地法の許可を条件に隣接する宅地を買

い受けており、許可後は永住し営農する予定です。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、相手要望、農業廃止、所有権移転、売買。

番号１２号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号１３号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

番号１４号、新規就農、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願い

いたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題２．農地法第４条許可申請に関する件

７ページ～９ページ ４件

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

９ページ、番号４号につきましては、７番委員自身が、申請人となっている案件

でございます。

従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、その

間に審議し、再び着席していただくことにします。

（７番委員離席後）

それでは、郡山、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、転用目的・施設等：法面、法面３．４７㎡、周囲の状況及び被害防除

計画：東…私道、西・南・北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

申請地は、郡山支所から、西へ約２ｋｍに位置する第Ⅱ種農地のその他の農地に

該当します。

申請人は平成１８年２月に農地法第３条許可により申請地を取得し、法面の上部

にオリーブを植えていましたが、耕作地として利用できる面積が少なく、申請人の

所有する隣接雑種地の法面として利用することになったため、今回の申請に至った

とのことです。以上のことから、転用はやむを得ないと判断いたしました。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように第２種農

地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」番号４号につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（７番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

議    長 まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：駐車場、駐車場１６０．００㎡、周囲の状況及び

被害防除計画：東…本人畑、雑種地、西・南…市道、北…雑種地、境界…ブロック

積、雨水…自然流下。

番号２号、資材置場、貸資材置場２１０．００㎡、車両置場８０．００㎡、法面

等２８５．００㎡、東・北…宅地、西…私道、南…里道、境界…ブロック積、雨水

…里道側溝。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、一般住宅、住家１棟１１０．５５㎡、庭敷地等３８９．４５㎡、東・

北…他人畑、西…雑種地、宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に

許可書を交付することといたします。

議題３．農地転用事業計画変更に関する件

１０ページ １件

議    長 次に、議題３．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」松元の番号２２号の案件が、この

事業計画に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。

それでは、松元、１５番委員お願いします。



- 7 -

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、許可日：平成３０年１０月１８日、許可番号：農委第２８８５－４３

号、権利の種別：農地法第５条承継事業計画変更、所有権移転、売買、変更後の事

業計画：保育園、変更前の事業計画：建売住宅。変更計画の概要：建売住宅として

計画していたが、保育園として事業変更。別件５条番号２２号同時申請。

続きまして５条許可申請調書は１８ページです。

番号２２号、権利の種別：所有権移転、売買、転用目的・施設等：福祉施設、保

育園舎１棟４００．３８㎡、駐車場７２８．００㎡、庭敷地等１，５６８．６２㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・南…水路、西…市道、北…他人田、境界…ブロ

ック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から南東に約４．２ｋｍに位置する第２種農地のその他の農

地に該当します。

申請人は、申請地を平成３０年１０月１８日付けで建売住宅として５条許可を受

けましたが、今回、受人である社会福祉法人が市に申請中であった保育所設置に伴

う補助金の申請の認可が下りた事により、早急に保育園を建築しなければならなく

なったため、農地転用事業計画変更と５条許可申請を行うものです。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地転用事業計画変

更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

また、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」番号２２号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

１１ページ～１９ページ ２４件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど松元の１件につきましては、議題３．「農地転用事業計画変更に関する件」

と併せて審議しておりますので、それ以外の２３件について審議していただききた

いと思います。

まず、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：所有権移転、売買、転用目的・施設等：資材置場、貸資

材置場４０６．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東・南・北…他人畑、西…

宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、谷山支所から西へ約２．７ｋｍに位置する農用地区域内で、譲受人が

役員を勤めている建築設備会社の東側隣に位置しております。

譲受人は、既存の資材置場が手狭になっていることから、隣接する申請地を取得

し資材置場として整備したのち、自らが役員を勤める同法人との間で賃貸契約を締

結し、貸資材置場として利用するもので、また、通路については隣接する自社の宅

地内を通行いたします。

なお、議案の備考欄に記載されている農用地除外審議については、３月２５日付

で除外通知が交付され、農地区分が変更になりましたことから、農地区分の２種そ

の他（除外後）の（除外後）部分の削除及び農振の「農用内」を「農用外」へ訂正

をお願いいたします。

番号２号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８５．７３㎡、庭敷地等１１

４．２７㎡、東…市道、西・北…宅地、南…他人田、境界…ブロック積、雨水…市

道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号３号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟１０５．５８㎡、庭敷地等２

９４．４２㎡、東…他人畑、西…渡人畑、南…里道、北…他人畑、渡人畑、境界…

ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号４号、所有権移転、売買、通路、通路１０．００㎡、東…宅地、西・北…他

人畑、南…里道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１０３．４２㎡、庭敷地等３

７０．５８㎡、東・北…貸人畑、西…農道、南…他人畑、境界…ブロック積、雨水

…農道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、所有権移転、売買、事務所、事務所兼住宅１棟５１．４７㎡、倉庫２

棟１２４．３３㎡、車庫１棟１８９．００㎡、通路等１，２７２．２９㎡、東・西

…雑種地、南…別件５条申請地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽。

番号７号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場６３０．００㎡、東・西…雑

種地、南…水路、北…別件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…水路放流。

番号８号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟８６．１２㎡、庭敷地等２０

９．８８㎡、東・南…市道、西…貸人畑、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市

道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号９号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１２０．９６㎡、庭敷地等３

７８．０４㎡、東…里道、西・北…貸人畑、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…

里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１０号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場１７４．００㎡、東…雑種

地、西…市道、南…私道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

番号１１号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟７４．５２㎡、車庫１棟４

６．３７㎡、庭敷地等３５９．１１㎡、東…里道、西…貸人畑、南…別件５条申請

地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１２号、使用貸借権、設定、通路、通路４１１．００㎡、東…里道、宅地、

西…市道、宅地、南…宅地、北…別件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…自然

流下。

以上です。

議    長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、所有権移転、売買、駐車場、貸駐車場１５０．００㎡、通路等１９

１．００㎡、東…水路、西…市道、南…他人田、宅地、北…受人田、原野、境界…

ブロック積、雨水…水路放流。

番号１４号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟９５．６４㎡、庭敷地等２

８４．３６㎡、東・北…市道、西…他人畑、南…渡人畑、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

この件について補足説明を申し上げます。

申請地は、支所から南西に約２．６ｋｍに位置し、昭和３５年から昭和４２年に

かけて農地保全整備事業が行われた第１種農地に該当します。申請人は、借家住ま

いの会社員で、今回、申請地を購入し、一般住宅１棟を建築しようとするものです。

第１種農地の転用は、原則として許可することはできませんが、申請施設は不許

可の例外である農地法施行規則第３３条第４号に規定する「集落接続施設」に該当

することから、申請はやむを得ないと判断したものです。

番号１５号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１２０．０７㎡、庭敷地等

２７２．９３㎡、東・南…貸人畑、西…宅地、私道、北…市道、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。



- 10 -

議    長 次に、桜島、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。

番号１６号、所有権移転、贈与、通路、通路１６１．００㎡、東…渡人畑、他人

畑、西・北…宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件につきまして、補足説明をいたします。

転用目的は申請地に隣接する宅地に出入りするための通路ですが、譲渡人である

父親によって既に転用済みであったため、父親から始末書の提出があり、今後この

ような事がないよう口頭で指導しました。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号１７号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１２２．５５㎡、庭敷地等

３４９．４５㎡、東…鉄道用地、西…市道、南…渡人畑、北…里道、境界…ブロッ

ク積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１８号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８１．９８㎡、庭敷地等２

４８．０２㎡、東…鉄道用地、西…市道、南…宅地、北…渡人畑、境界…ブロック

積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１９号、所有権移転、売買、建売住宅、住家３棟２９９．８５㎡、通路１６

８．６０㎡、庭敷地等５０１．５５㎡、東…他人畑、西…宅地、南…市道、北…水

路、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、松元、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号２０号、所有権移転、売買、建売住宅、住家１０棟４５５．３８㎡、通路３

６０．０２㎡、庭敷地等１，７９６．６０㎡、東…市道、西・南…他人畑、北…宅

地、水路、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から北東に約２．６ｋｍに位置する１種農地の特定土地改良

事業等の施行区域内にある農地に該当します。

申請人は市内で建築・不動産業を営む法人で、今回、申請地を買い受け、建売住

宅１０棟を建築し販売しようとするものです。

申請地は第１種農地であり、原則として農地転用許可することができませんが、

農地法施行規則第３３条第４号に定めるところの不許可の例外である集落接続施

設に該当することから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでござい

ます。

なお、議案の備考欄に記載されている農用地除外審議については、３月２５日付

で除外通知が交付され、農地区分が変更になった事から、農地区分の２種その他（除

外後）の（除外後）部分の削除及び農振の「農用内」を「農用外」へ訂正をお願い

いたします。

番号２１号、賃借権、設定、駐車場、駐車場６０３．４１㎡、東…宅地、他人田、

西…宅地、雑種地、南…水路、北…県道、境界…ブロック積、雨水…水路放流。

以上です。

議    長 次に、郡山、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号２３号、賃借権、設定、発電施設、太陽光発電９５９．００㎡、東…里道、

西…他人畑、水路、南…雑種地、北…他人畑、境界…土留、雨水…自然流下。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

申請地は、郡山支所から、北へ約３．６㎞に位置する第 2種農地のその他の農地

に該当します。

発電施設の規模としましては、太陽光パネル３６０枚、発電出力４９．５ｋＷで

約１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。

九州経済産業局から発電設備認定の通知を平成３１年１月に受けており、九州電

力との系統連係契約も成立していることを確認しております。

なお、東側の里道は狭く、車両の通行ができないため、南側の雑種地から進入す

るように計画しており、既にその所有者から通行承諾を得ていることを確認してお

ります。

また、申請地のうち１筆は平成１９年２月２０日農地法第３条許可により取得

し、貸人が耕作しておりましたが、高齢になり、耕作困難となったため、今回の申

請に至ったとのことです。以上のことから、転用はやむを得ないと判断いたしまし

た。

番号２４号、賃借権、設定、発電施設、太陽光発電９９４．００㎡、東…市道、

西…山林、南・北…里道、境界…土留、雨水…自然流下。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

申請地は、郡山支所から、北へ約３．６㎞に位置する第２種農地のその他の農地

に該当します。

発電施設の規模としましては、太陽光パネル３６０枚、発電出力４９．５ｋＷで

約１０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。

九州経済産業局から発電設備認定の通知を平成３０年１２月に受けており、九州

電力との系統連係契約も成立していることを確認しております。また、申請地は、

貸人が平成２０年１２月１６日農地法第３条許可により取得しましたが、高齢にな

り、耕作困難となったため、今回の申請に至ったとのことです。なお、この貸人は

番号２３で補足説明した貸人と同一人です。以上のことから、転用はやむを得ない

と判断いたしました。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号１

４、２０号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断され

ます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」２３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

但し、第１種農地である番号１４、２０号につきましては、「県農業会議」に意

見聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することとい

たします。

議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

２０ページ～２４ページ １１件

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。

吉田、桜島、喜入、松元、郡山地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件、１１件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。

議題６．非農地認定に関する件

２５ページ～２８ページ ５件

議    長 次に、議題６．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：通路として約４５年経過、現況道路。

番号２号、調査結果：住家１棟、３６年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。
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７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉田、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：孟宗竹・唐竹自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、調査結果：通路として７０年経過、現況道路。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「非農地認定に関する

件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題７．農地利用変更届出に関する件

２９ページ １件

議 長 次に、議題７．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：平成３１年４月１日、工事終了

日：平成３１年５月３０日、周囲の状態：東…里道、南…宅地、西・北…他人田、

境界…土留、作物…野菜、高さ…１．５ｍ、搬入土…シラス、黒土。

以上です。
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議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農地利用計画変更届

出に関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。

議題８．農用地利用集積計画に関する件

３０ページ～５４ページ ６０件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

４６ページ、番号３９、４０号につきましては、１４番委員自身が代表の農地所

有適格法人が、申請人となっている案件でございます。従いまして、１４番委員に

おかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、議事に参与す

ることができませんので、しばらく離席いただき、その間に審議し、再び着席して

いただくことにします。

（１４番委員離席後）

それでは、番号３９、４０号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

４６ページをご覧ください。

番号３９号、２筆で、地目：田、面積１，３６４．００㎡、権利の種類：使用貸

借権、設定期間３年、区分：新規。

番号４０号、地目：畑、面積２，３１０．００㎡、権利の種類：賃借権、設定期

間３年、区分：更新。

平成３１年３月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上です。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号３９、４０号につきましては、原案どおり、承認することに決

定いたします。

次の案件の審議に入ります前に、１４番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（１４番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。残りの５８件及び先ほどの２件を併せて、一括して

事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 議題８．「農用地利用集積計画に関する件」について、只今の分も含めまして、

ご説明申し上げます。

３０ページをお開きください。

「議案第８号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、平成３１年３月３

１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権２７件３９，１７１．００㎡、う

ち新規２０件３１，９８４．００㎡、賃借権３１件５４，７４３．００㎡、うち新

規２１件３５，０７６．００㎡、所有権２件２，２４２．００㎡、合計６０件９６，

１５６．００㎡、うち新規４１件６７，０６０．００㎡となっております。

次に３１ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多い

順に設定期間３年が１１件、５年が８件、１０年が４件、１年から３年未満が３件、

５年から１０年未満が１件となっております。

次に３２ページをお願いします。

これは、３０ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。多い順

に設定期間１０年が９件、５年が８件、３年が６件、１年から３年未満が４件、５

年から１０年未満が３件、１１年以上が１件となっております。

次に３３ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権４５筆、賃借権５９筆、計１０

４筆。面積は、田４３，５１０．００㎡、畑３９，２４４．００㎡、樹園地１１，

１６０．００㎡、計９３，９１４．００㎡うち更新分は、２６，８５４．００㎡で

す。

利用権等の設定をする者及び受ける者は５８人。うち更新分は１７人となってお

ります。

次に３４ページから５４ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計画

総括表の使用貸借権、賃借権、所有権の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種類、

始期、終期、１０aの賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題９．農地利用最適化推進委員の推薦・応募者に関する評価について

別冊資料２

議    長 次に、議題９．「農地利用最適化推進委員の推薦・応募者に関する評価について」

を審議します。別冊資料２です。

それでは、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 別冊資料２ 「農地利用最適化推進委員の推薦・応募者に関する評価について」

をお願いします。

説明の前に、資料の修正について、３ページをお願いいたします。

中央地域の推進委員に推薦・応募のあった２名うち１名の方から、本資料発送

後（３月２５日）に、推薦・応募の取下書の提出がありました。

これに伴い、資料の（３ページ）中ほど、「推進委員の推薦・応募者に関する評

価について」の１の（１）該当地域に中央地域を追加いただき、２の（１）から

同地域の削除をお願いいたします。

それでは、１ページをお願いします。

１の評価委員会の任務につきましては、「農地利用最適化推進委員候補者評価委

員会設置及び運営要綱第２条」に、

(１) 農業委員会の求めにより、鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関す

る規程に基づき、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に意見を報告するこ

と。

(２) 推進委員候補者の評価に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の経歴等

の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査

等を行うこと。と規定されております。

２の推進委員募集の概要につきましては、お目通しください。

３の推進委員改選等スケジュールにつきまして、２ページをお願いします。

今後の予定は、

４月１９日：評価委員会の開催、２６日：現農業委員における最後の総会、総

会終了後、現農業委員と現推進委員による懇親会を予定しています。

５月７日：①新農業委員の任命式（市長出席）、同日、②総会を開催して、会長

等の互選及び新推進委員議決、並びに、④新推進委員の委嘱式、新農業委員及び

新推進委員の顔合わせとなります。

４の推進委員の推薦及び募集結果につきましては、お目通しください。

５の評価の概要につきましては、(１)の①評価基準は、推進委員候補者評価要

領に、推進委員候補者の評価に当たっては、

(１) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であること。

(２) 鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程第２条に定める地

域において、農業委員と連携して、その職務を適切に行うことができる者である

こと。と規定されております。

②の評価手順、③の評価委員会における具体的な評価の進め方につきましては、

お目通しください。

最後に、推進委員の推薦・応募者の評価につきましては、１の推薦・応募者が

定数内の、中央、谷山、伊敷、吉田、喜入、松元地域については、会長及び会長

代理により評価を実施します。２の推薦・応募者が定数を超えた、吉野、桜島、
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郡山地域については、会長、会長代理及び担当地域の農業委員により、推薦・応

募内容等を参考に評価します。

なお、評価委員会は、４月１９日（金）に実施します。該当地域の委員の方へ

は後日、出席の案内をいたします。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農地利用最適化推進

委員の推薦・応募者に関する評価について」は、原案のとおり承認することに決

定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

５５ページ～５７ページ ３件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 報告します。５５ページです。

照会日：平成３１年２月１２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３１年２月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 報告します。５６ページです。

照会日：平成３１年３月７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３１年３月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 報告します。５７ページです。

照会日：平成３１年３月４日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３１年３月１３日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

２．国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

５８ページ １件

議 長 続きまして、報告事項２「国土利用計画法による届出・土地に関する調書につ

いて」

それでは、谷山、事務局お願いします。
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谷 山 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

今回の届出の面積は１，６４８㎡ですが、今後、購入予定の隣接する土地９１

７．７１㎡を含めると２，０００㎡以上になるため、申請人から本市の土地利用

調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が２月２１日に提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ、回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）１，６４８㎡、転用目的は宅地

造成です。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は市街化区域内にある農地です。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが，農業振興地域と農用地区域には、該当しません。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は市街化区域内の農地が含

まれているので、転用の際は農地法第５条第１項第６号に基づく届出が必要であ

るが、平成３１年２月１２日付で農地転用届出書が提出され、平成３１年２月１

８日付で受理通知書を交付済みである。」と回答したところです。

以上のとおり、土地利用調整課へ３月８日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

５９ページ～６０ページ ９件

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ５９ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は９件です。

登記地目別では、田１９筆、１０，５２７．７１㎡、畑１９筆、１１，３９６．

００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が９件。権利の種別は、所

有権が９件。農業委員会によるあっせん等は、無が９件となっております。

６０ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

６１ページ～６８ページ ２６件

事 務 局 ６１ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係は、多い順に駐車場が３件、一般住宅が２件、共

同住宅が１件、合計６件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１３件、その他が４件、駐車場が２件、

店舗等が１件、合計２０件となっております。

６２ページから６３ページは、４条関係６件、６４ページから６８ページは、

５条関係２０件の内容です。お目通しをお願いいたします。

５．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料３

事 務 局 報告事項５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料３をご覧ください。

この報告は、担い手への農地集積・集約化を推進することを目的に実施してい

る、農地利用の意向確認を内容とする鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点

検活動の、１月期の実施状況について報告するものです。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の１月期については、訪問戸数１８９戸、うち不在３

戸、調査回答戸数１８２戸、貸出希望７戸１５０．００アール、借入希望２戸４

０．００アール、貸出・借入・中間管理事業活用実績はございませんでした。

次に、下の段の累計については、訪問戸数１，３９６戸、うち不在３８戸、調

査回答戸数１，３３７戸、貸出希望９５戸２，１３７．５８アール、借入希望１

４戸４９２アール、貸出・借入・中間管理事業活用実績はございませんでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

ここで、鹿児島市議会３月定例会における、農業委員会関係の議案３件等につ

きまして、報告がございます。

事務局の説明をお願いします。

事 務 局 平成３１年３月議会において、「農業委員会委員の任命について同意を求める

件」、「鹿児島市報酬及び費用弁償条例一部改正の件」及び「平成３１年度一般会

計予算」の３件の議案を農業委員会から提出し、議決をいただきましたので、そ

の主なものについて概要をご報告いたします。

まず、「農業委員会委員の任命について同意を求める件」につきましては、「農

業委員会委員は、議会の同意を得て、市長が任命する。」とされていることから、

農業委員に推薦・応募された方を鹿児島市農業委員会委員候補者評価委員会にお

いて評価を行いました。
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その結果を市長に報告し、農業委員候補者として議会に同意を求める方につい

ては、内定の通知を送付させていただいたところでございますが、３月２０日の

市議会本会議で１９人全員の同意をいただきましたので、ご報告いたします。

また、次期農業委員に決定された方につきましては、昨日付で任命式等のご案

内をお送りしたところでございます。

次に、「鹿児島市報酬及び費用弁償条例一部改正の件」でございますが、内容は、

(１)  現在、会長及び会長代理の２名で構成されている農業委員会運営連絡会

に運営委員を新設し、３名とし、その報酬の額を６７，０００円とします。

(２)  国の農地利用最適化交付金を活用し、農業委員及び推進委員に月額報酬

に加えて、年額２４０，０００円以内で、市長が定める額を年額報酬として年度

末に支給いたします。

(３)  農地利用最適化推進委員の月額報酬の額を３２，０００円から１１，０

００円引き上げ４３，０００円に改めます。

なお、年額報酬の加算及び推進委員の月額報酬の引き上げに伴い、現在の推進

委員の実績報酬規定は廃止いたします。

施行日は、いずれも、新しい任期の始まる４月２９日となりますので、改正さ

れた報酬の詳細や運用方針等は、新任期が始まる５月以降の総会及び合同委員会

でご説明いたします。

次に、「平成３１年度一般会計当初予算」でございますが、農業委員及び推進委

員の報酬関係を含め、全て、原案どおり、可決いただきました。

このほか、市議会の議案審議の過程で、質疑された内容等についてもご報告い

たします。

１点目は、平成２８年の農業委員会法の改正による制度改正で、新たに推進委

員が設置され、１任期が過ぎることから、この３年間の農業委員会の活動を総括

し、その結果を踏まえ、次の３年間の活動に活かしてほしい。

２点目は、年額報酬の加算や月額報酬が引き上げられることには、反対はしな

いが、報酬の財源は、市民の税金であることを考えると、農業委員及び推進委員

は、その報酬に見合った活動や実績が求められることを強く認識してほしい。と

のことでありました。

最後に、今般、新聞報道にもありますように、本市において、職員の不祥事が

発生し、法を守るべき公務員が市民の信頼を失うことになっており、管理・監督

をするものとして誠に残念に思っております。

また、昨年は、他都市で農業委員の農地法違反のほう助や収賄の容疑で逮捕さ

れたとの報道があり、農林水産省から「農業委員等の綱紀粛清について」の文書

が発せられ、１２月の合同委員会でも伝達したところでございます。

農業委員及び推進委員は、農業委員会法に基づき任命及び委嘱された地方公務

員の特別職であり、農地制度の運用にあたっては、農業者からの信頼が最も重要

であります。

また、報酬の財源は、市民の税金であることを考えますと、本市の農地の利用

関係に関する調整に関する業務や農地利用の最適化の推進にあたっては、農地法

などの関係法令を農業者に率先して、遵守していただくとともに、今一度、農業

委員会組織が担っている重要性を認識していただき、改めて公正な職務の執行に

ついて努めていただきますようよろしくお願いいたします。

以上でございます。
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議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１１時００分）

（人事異動職員紹介）

（退職者挨拶）

続きまして、事務局から連絡事項等はございませんか。

事 務 局

議    長

・平成３１年度第１回総会（月例）開催日時は、

４月２６日（金）午後３時開会

本館２階 講堂

・農業委員、農地利用最適化推進委員『懇親会』開催日時は、

４月２６日（金）午後６時開催

エルセルモ鹿児島

以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時１０分）


